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1 .  はじめに 

イノベーションを 創出しやすいシステム、 すなむち「国家イノベーションシステム」 ( 以下 NIs と略す ) における制度変 
化が経済発展にとって 重要であ る (Nelson  l993 、 Lundvall  1992 、 OECDl999L 。 産学連携は NIS  の重要な要素の 一つであ 

るが、 中国も産学連携の 推進を中核とした「科数興国」政策によって、 先進国のキャッチアップ 戦略を打ち出している。 1985 
午から科学技術、 教育、 研究成果の産業化に 関する制度の 改革を実施してきた 結果、 目覚しい経済成長をあ げている。 ( 橋 
B@ (2000) 、 Liu&White@ (2001))o 

中国の産学連携の 制度変化が経済に 影響するメカニズムを 解明する上で、 興味深いインプリケーションを 含んでいるよう 
に 思われる。 制度変化を分析する 理論として、 North  (l990) 、 青木 (1996,2001)  があ げられる。 青木によれば、 制度変化 

は 内部の制度危機と 外部の環境変化によって 触発されるものであ るが、 制度は覚生的な 制度改革だけで、 簡単に変化しえな 
いと論じている。 制度変化の手かかりとして 最も影響力のあ る制度を特定し、 改革を実施することが 肝心であ ると同時に   
その制度の改革によって 、 ドメイン間の 制度の不均衡が 一時発生するが、 残りの制度を 改革する良いチャンスであ るという。 

これまで、 産学連携のドメインにおいて 様々な制度の 変化と複数な 制度の相互作用によって、 校弁 企業の活発な 生成と発 
展 が観察される。 2001 年に「コヒ東大学・ 清華大学の校 弁 企業の管理体制を 実験的に規範化することに 関する意見と 指導」 ( 以 
下は 「 校弁 企業実験的規範化」と 略す ) という新たな 制度改革の方針が 発表された。 この政策は中国における 新たな産学 連 
携の制度変化の 兆し、 ひいては、 産学連携と中国のハイテク 産業の更なる 発展の契機となり ぅ るものであ ると考える。 した 
がって、 本報告は清華大学の 事例を中心に 産学連携の制度変化を 歴史の視点からとらえ、 その新たな産学連携の 制度変化が 
どのようなものであ るかを明らかにしたいと 考える。 そして、 制度変化のメカニズム、 経済成果とそのインプリケーション 
ほ ついて考察する ，。 

2.  中国における 産学連携の制度変化と 校弁 企業の発展 
中国における 産学連携の制度の 発展は歴史的経路依存性を 持っている。 現在に見られる 中国の産学連携は 文化大革命双に 

生成した大学の 校 弁 工廠の制度を 引き続いている。 1958 午に毛沢東が「教育、 科学研究、 生産の三結合」を 指令して、 政府 
は 大学に対して 工場の設立と 運営することを 奨励した。 毛沢東は、 大学は研究者、 学生にとって、 労働、 教育、 研究の場所 
だと考えていえる。 その後、 失われた 10 年間ともいえる 文化大革命は 大学の機能を 著しく破壊させた。 幸い、 文化大革命 
後、 邪 小平は素早く 知識人の名誉を 回復し、 「科学技術は 生産力であ る」、 「大学は教育の 中心であ ると同時に、 研究の中心 
でもあ る」といった 教育、 科学技術を重視する 方針のもとで、 失われた大学の 機能を取り戻そうと 努力した。 しかし、 当時 
の 政府は財政難に 直面していた。 そのため、 政府の資金がだけでは 大学の運営が 難しいという 厳しい状況に 置かれていた。 

大学の管理者は 自らの大学を 活性化するために 自助努力を求められたのであ った。 新たな財源の 一つは、 改革開放双から 実 
施してきた工場の 生産による商品の 販売であ る。 その収入は大学にとって、 貴重な財源となった。 

表 1 : 産学連携を促進する 政府の代表的な 政策 
198h 午 : 「科学技術体制の 改革に関わる 中央中共の決定」、 「教育体制の 改革に関わる 中央中共の決定」 
1987 年 : 「技術契約法」 

1988 手 : 「大学の社会サービス 展開における 問題への意見」 

1993 年 : 「科学技術進歩 法 」、 「中国教育改革と 発展綱要」 
1994 年 : 「公司Ⅱ 去 」 

1995 年 : 「科学技術進歩を 加速することに 関する中共中央と 国務院の決定」 
1996 年 : 「科学技術成果の 転化法」 

1998 年 : 「高等教育法」 

1999 年 : 「技術革新を 強化し、 ハイテクを発展し、 産業化を実現することに 関する決定」 
2001 年 : 「北京大学・ 清華大学の校 弁 企業の管理体制を 実験的に規範化することに 関する意見と 指導」 
出所 : 筆者の整理 

中国の産学連携の 新たな発展を 促したのは海外の 優れた制度の 影響であ る。 1978 午から 1981 年にかけて、 多くの中国の 
研究者が米国のシリコンバレーを 訪問し、 当時、 米国ではバイドール 法の施行について、 産学連携のあ りかたに関して、 国 

をあ げて議論した 時期でもあ った。 ベンチャ一企業の 創出、 大学の研究成果の 実用化を奨励する 米国の制度、 いわぬ る " 米 

  本報告は 2003 年 8 月 25 日 -30 日まで、 清華大学の倖保典 氏 ( 清華大学企業集団公司、 副総裁 ) 、 張 風洞 氏 ( 清華大学、 科学技術 処 、 副 
延長 ) などをインタビュー し 、 整理したものであ る，東京国際大学経済学研究科の 橋田世教授のご 指導にも感謝の 意を表したい。 
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国 シリコンバレ 一の産学連携モデル " が 中国の産学連携の 制度構築にとって 大変に参考になったに 違いない。 したがって   

海外の優れた 制度の模倣が 中国の制度変化をもたらした 一因でもあ るのであ る。 

80 年代に入って、 中国は学位制度の 開始や大学に 対する重点研究資への 資金プロバラムの 開始によって、 ようやく本来の 
あ るべき姿を取り 戻した。 改革開放政策に 基づく経済システムの 変化に対して、 経済主体も様々な 仕組みを模索、 実験しな 
がら 7 〒 勒 せざるをえなかった。 そのひとつは 科学技術の価値に 対する人々の 意識の変化であ った。 次第に科学技術の 重要，性 

に対する認識が 中国の研究者、 知識人の間で 広がり、 中国科学院の 陳春先 博モ を代表とする 起業家により、 中国の北京周辺 
に 数多くのべンチャ 一企業が輩出した。 表 1 で示しているような 政府の一連の 政策で、 「技術移転」、 「技術開発」、 「技術コ 

ンサルティンバ」、 「技術サービス」を 行 う ための企業の 輩出に加えて、 技術市場という 新たな制度が 形成された。 

研究開発の基盤の 形成と発展につれて、 財政難に困っている 大学は自分の 研究機能の強みを 生かして、 校弁 工廠の経営 よ 

り 付加価値の高い「技術移転」、 「技術開発」、 「技術コンサルティン 列 、 「技術サービス」のビジネスに 参入するために、 企 

業、 すなわち「 校弁 企業」を設立した。 校弁 企業は大学から 直接の出資を 受け、 経営者も大学の 幹部、 教授によって 構成さ 
れた。 当時、 中国では企業法人という 制度が存在せず、 大学、 国有企業でも「単位」と 呼ばれていた。 このような「単位」 
は 上部の批准だけで、 工商 局 で登記すれば、 「中心」、 「公司」という 名を付ける企業を 簡単に作れた。 企業の運営資金も 一 

般経費から支出していたから、 企業の所有権 や、 財産権 などが極めて 不明確であ った。 後に 1986 年の「民法通則」や 1988 
年の「中国全人民所有制 1 業 企業法」などの 法律が整備されたが、 財産権 の問題が依然として 暖味 なものであ った。 そして、 

1984 年に「公司法」が 施行され、 現代企業制度ができたが、 多くの 校弁 企業が改組されないまま、 校弁 企業が発展してきた。 
中国の教育部科学技術発展センタ 一のデータによれば、 1996 午に研究開発型 校弁 企業数が 2912 社に達している。 2001 午に 

企業数が 1993 社に減ったものの、 収入面においては 122 億から 452 億に増加し、 純利益の面においても 11 億から 24 億 元 

に 増加した。 2001 午時点で、 30 社を超える 校弁 企業が株式公開するまで 成長した。 
一方、 校 弁 企業の財産権 の暖 昧 さが産学連携の 更なる発展の 障壁となりっ っ あ る。 資金調達面で 様々な制約があ る。 さら 

に 校弁 企業の経営リスクに 対して、 大学が無限な 責任を負わなければならない。 万が一、 校 弁 企業に赤字が 発生すれば、 大 
学 が負担しなければならなくなり、 学校の運営まで 支障が起こる 懸念があ る。 したがって、 大学と 校弁 企業の財産権 と経営 

権 の明確化の解決がまさに 改革しなければならない 最大な問題となったのであ る。 

3.  清華大学の事例研究 
表 2 : 産学連携を担 う 清華大学の代表な 組織の設立 

1980 年     清華技術服務公司を 設立 

lgS 。 ・ S 午     技術開発部の 設立 

198h 年     学内の特許審査・ 取得部署を設立 

1986 年     華 海 新技術開発公司 

1988 年     清華大学科技開発総公司 

1990 年     清華大学産業管理非公室が 設立。 大学の企業を 管理する窓口の 一本化 

1991 年     清華大学産業管理非公室が 産業管理 処と 合併し、 産業管理 処に 改称 

1993 年 : 清華 紫 兆集団という 持ち株会社を 設立 

1995 年 : 清華大学企業集団が 設立、 企業合作委員会の 成立 

出所 : 清華大学 志 

表 3 : 清華大学企業集団公司の 財務推移 早位 : 百万元 

伸び率 

  売上 伸び率 (%) 利益 伸び率 (%)   売上 伸び率 (%) 本 lJz 圭   
1990 4,379   1996               12,488 33. 4 

1991 gr 163 109 1,291 136- 9 1997 150.080   18,279 4f6. 4 

1992 20,311 122 1,706 32. 1 1998 205,901   23,422 28- 1 

1993 35,476   3, 701 116. 9 1999 320,337   35.468 51. 4 

Ⅰ 994 56,461   7.747 109- 3 2000 628,789   72.  733 105. 1 

1995 77,327   9,359 20- 8 2001 1,037,329     83,009 14- 1 

出所 : 1991-1999 年は清華大学 志 、 2000-2001 午は中国教育部教育発展中心の 資料より 

清華大学は 90 年以上の歴史を 有し、 中国では理工学部で 最も有名大学であ り、 産学連携にも 大きな貢献をした 大学であ 

る 。 清華大学は文化大革命の 前から、 精密工作機械工場、 電子同舎実験工場、 自動車製造工場などの 工場を運営した。 この 

ような実際の 工場を運営するノウハウが 清華大学のべンチャ 一企業の創出に 大きな力を発揮した。 清華大学は 1980 年 2 月 

に清華技術服務公司という 営利を目的とする 校弁 企業を作った。 当時、 創業費は 2 万元で清華技術服務公司の 主な仕事はソ 
フト開発であ る。 その後、 1986 午に 華海 新技術開発公司、 1988 午に清華大学科技開発総公司の 設立が続いた。 このような 

大学 発 ベンチャ一企業の 増加に対して、 清華大学は 1990 年に「清華大学産業管理非公室」を 設立し、 1991 午に「清華大学 

産業管理 処 」に改称した。 そして、 1995 午に「清華企業集団公司」を 設立し、 管理下の企業への 出資、 経営などを集中的に 

管理する。 その他の産学連携を 担 3 重要な組織として 発足されたのは 次のような組織があ る。 まず、 1983 午に技術開発部が 
設立され、 清華大学の研究成果を 外部者にマーケッティン グ する部署であ る。 その後、 1984 年の特許法の 成立によって、 大 

学の特許を管理する「特許管理事務所」を 設立した。 1ggh 午に大企業と 多国籍企業を 対象とする企業合作委員会を 発足した。 

このように清華大学は 常に新しい環境変化に 柔軟的な体制で、 絶えず新しい 組織を編成して、 産学連携を推進してきた。 
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1991 年には清華大学が 直接に出資し、 経営権 を握っている 企業は 18 社であ る。 1999 午に 54 社に急増した。 校弁 企業の 
売上と利益の 推移は表 3 で示している。 そして、 清華大学の校 弁 企業グループが 実質的大株主で 経営権 を握っている 校弁 企 
業の中で 7 社が株式市場に 上場した。 図 1 は各社の上場企業の 連結対象となる 企業の組織図を 示しているが、 校弁 企業の規 
模と 構造がますます 複雑になっている。 このように清華大学の 校 弁 企業がすでに 大企業集団へと 成長し、 I T, バイオ産業 
を中心とする 中国のハイテク 企業まで成長し、 今のままの制度内ではさらなる 企業の発展が 制約される。 

表 4 : 中国の株式市場に 株を公開している 清華大学の校 弁 企業リスト 単位 : 百万元 

会社名 会社概要 上場 設立 (2003 年 6 株主 月末の持株比率 )  売上純利益総資産 

前身は珠開経済特区電力 ( 集団 ) 公司、 電力の販売 
深川 市 清華創業投資有限公司 

  続きは 02 年 12 月に完了 ) 
売 に多角化した。 

清華 紫光 ( 集団 ) 総公司を主要発起人とし、 中国北方 
清華 紫光 工業公司と中国電子器什工業総公司などとともに 共 

股 公司 併有限 屠韮芙 肇志 姦謂豪温二警 音声 特姦 ㌔ 毛 最善㍗官馬 書 1999/11/41999/3 ハ 8 下請 苦 ㌫ : 集団 総公司 1,899.1  101,509   
子 類や環境保護製品の 開発や製造、 販売。 
清華岡 方 とその他 4 社が発起人となって 設立した 会 北京清華大学企業集団 (2 

誠 有限公司 恵投 扮             主な業務は石鹸、 歯磨、 石化、 樹脂の製造、 販 2000/7/6  1998 ハ 0/99%) (21.54%) 、 清華岡方技併有限公司 811.1 55.31.410.2 

北京清華大学企業集団 (50.40%  ) 5,439.@  183.66,276.3   
381. 9 24. 7 f64f6- 4   

ス など。 

296. 6 4. l 724. 9   
北京侍 奥 生物心 片 有限責任 公 
司 (64.86%),  ( 北京方 東 医療 装 
円 公司は北京侍 奥 生物石片盲 

  幸 大学企業集団は 北京侍奥土 
枕本庁有限責任公司 3 9. 8 

4% の大株主 ) 
注 : , とは清華大学バループ 企業になった 午のことを意味する。 

出所 : 各社の有価証券報告書に 基づいて筆者の 整理 ( 注 : 売上、 純利益、 総資産は 2002 年末の連結決算データ ) 

4.  校弁 企業の制度改革 
2001 午 11 月に公布された「 校弁 企業実験的規範化」は 4 章 3ih 条からなる行政法規であ る。 その中で、 政策目標として   
「明確な 校弁 企業の財産関係を 通じて、 校弁 企業の管理経験を 合理的に処理し、 校弁 企業の各種管理制度を 改善し、 資本が 

中心、 財産明確、 責任と権 利が明確、 大学と企業が 分離、 科学的現代企業制度の 管理の原則で、 大学にとって 校弁 企業は有 
限な責任の負担だけで、 自主的な経営、 自分の損益を 負担し、 企業の規定と 納税の市場主体になる」、 「逐次に大学の 研究開 
発型 企業に対する 投資と撤退の 制度を改善と 完成させる」と 明記した。 清華大学に対しては 既存の「北京清華企業集団」を 

現代企業制度に 基づく 「清華 控股 有限公司」 ( 持ち味あ るいは資産管理会社 ) に組織改革するように 指示した。 さらに、 ① 
資産管理会社の 設立後、 学校と企業の 関係を厳格に 規範 し 、 学校は対覚投資や、 経営活動をしてはならない、 ②学校は国家 
の 教育経費の交付金、 科学研究管理費、 専門 名 交付金など予算内の 資金と学生と 教職員の各種基金を 経営の投資に 利用する 
ことはできない、 ③学校は国家の 教育経費の交付金、 科学研究管理費、 専門客交付金など 予算内の資金と 学生と教職員の 各 
種 基金を経営の 投資に利用することはできない、 ④資産管理会社の 投資活動は研究成果の 移転、 研究開発型企業の 脾化の範 
西内で行い、 非研究開発型企業の 経営をしてはならない、 ⑤学校の資産管理会社を 除く、 大学の所属研究院、 学科、 及びそ 
の下の単位はいかなる 形式の投資経営活動に 従事することをしてはならない、 ⑥学校の資産管理会社以覚は 他の校 弁 企業の 
名前は原則的に 大学の名双をつかってはならないなどの 規範を作った。 この政策の公布を 受けて、 清華大学企業集団は 傘下 
の 企業の資産を 確定、 清算するための 作業をⅠ年間もかかってようやく 今年 6 月に完成し、 8 月に「清華 控股 有限公司」と 
い う 名前で工商 居 に登記したのであ る。 
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図 Ⅰ     中国の株式市場に 株を公開している 清華大学校 弁 企業のグループ 企業の組織 図 
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出所 : 各社の有価証券報告書 ( 注     対象企業は連結決算に 入る子会社のみ、 斜線は上場企業、 () は持株の比率を 表す ) 

5.  おわりに 

「 校弁 企業実験的規範化」という 政策 名 が示唆するようにこの 政策は校 弁 企業に関する 様々制度を転換させようとする 一 
種の制度変化の 実験を行うものであ る。 制度変化を事双に 予測して、 詳細的に設計するよりは、 実験と失敗を 通じて、 制度 
を 改善しょうとしている。 影響力の最も 大きいと思われる 制度を特定し、 対象を限定して、 新しい制度を 実験的に行 う こと 
によって、 制度変化を促そうとするものであ る。 あ らたな制度の 実験によって、 大学や校 弁 企業といったプレイヤ 一のフィ 

ードバックを 通じて、 制度の問題点や 経済効果の有効性が 明らかになる。 その時点で、 学習した経験を 生かし、 全国で更な 
る 制度変化を推進する 一連の関連政策を 実行していく。 これは中国の 制度変化メカニズムのエッセンスであ るよ う に思われ 
る。 今のところ、 「 校弁 企業規範化」という 方針は清華大学と 北京大学だけ 対象としているが、 新注大学などといったその 
他の大学にも 自主的に校 弁 企業を規範化する 作業を取り組み 始めており、 校弁 企業の設立、 経営の関与よりも、 大学技術の 
商用化の基盤となるサイエンスパーク、 インキュベータといった 仲介機構の整備に 方向を転換しようとしている。 新たな産 
学 連携の制度変化の 様子を見せている。 

中国は制度的な 実験を通じて、 内生的な制度変化の 促進を図ろ う としている。 校弁 企業の管理体制の 規範を通じて、 大学 
の 科学技術成果の 実用化と教育の 促進、 科学研究システムの 健全化、 大学の活性化が 期待されている。 中国の産学連携の 更 
なる制度変化が 遂げれば、 「科 数 興国」戦略がますます 強靭なものになっていくと   思われる。 
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